
 こ  の  事  業  は、  「京  都  府  ⼦  育  て  お  う  え  ん  住  宅  ⽀  援  事  業  費  補  助  ⾦」  を 
 活  ⽤  し、  京  都  府  と  の  協  働  で  実  施  す  る  も  の  で  す。 

 １     補  助  の  ⽬  的 

    ⼦  育  て  世  帯  の  経  済  的  負  担  の  軽  減  お  よ  び  住  環  境  の  向  上、  三  世  代  同  居‧  近  居  に 
 よ  る  世  代  間  ⽀  援  の  促  進  を  図  る  た  め、  ⼦  育  て  の  た  め  の  住  宅  リ  フォー  ム  ⼯  事  を  ⾏ 
 う  世  帯  に  対  し、  「舞  鶴  市  ⼦  育  て  お  う  え  ん  住  宅  ⽀  援  事  業  費  補  助  ⾦  交  付  要  綱」  に 
 基  づ  き、  予  算  の  範  囲  内  に  お  い  て  補  助  を  ⾏  い  ま  す。 

 ２     補  助  対  象  者  （申  請  者） 

    舞  鶴  市  に  住  所  が  あ  り、  次  の  す  べ  て  に  該  当  す  る  ⼈  が  対  象  で  す。 
 ※     交  付  申  請  時  に  舞  鶴  市  に  住  所  の  な  い  ⼈  は、  別  途  「転  ⼊  に  関  す  る  誓  約  書」  の  提  出  と  年  度 
 内  に  転  ⼊  す  る  こ  と  が  条  件  と  な  り  ま  す。 

 （１）  こ  ど  も  が  １  ⼈  以  上  属  す  る  ⼦  育  て  世  帯。 
 （２）  舞  鶴  市  内  の  業  者  （舞  鶴  市  内  に  本  社  ま  た  は  本  店  が  あ  り、  住  宅  リ  フォー  ム  ⼯ 

 事  を  業  と  し  て  い  る  事  業  者）  に  依  頼  す  る  こ  と。 
 （３）  こ  ど  も  の  親  権  者  （三  世  代  同  居、  三  世  代  近  居  の  加  算  の  対  象  と  な  る  場  合  は、 

 祖  ⽗  ⺟  も  含  む）  が  市  税  等  の  滞  納  を  し  て  い  な  い  こ  と。 
 （４）  こ  ど  も  の  親  権  者  の  所  得  の  合  算  額  が  ５  ５  ０  万  円  未  満  の  ⼈  。 

 ３     補  助  対  象  ⼯  事 

 次  の  す  べ  て  に  該  当  す  る  住  宅  リ  フォー  ム  ⼯  事  が  補  助  対  象  で  す。 
 （１）  対  象  者  が  ⾃  ら  居  住  す  る  住  宅  で、  ⼦  育  て  の  た  め  に  必  要  と  認  め  ら  れ  る  ⼯  事 
 （２）  以  下  に  ⽰  す  居  住  ス  ペー  ス  に  係  る  リ  フォー  ム  で  あ  る  こ  と 
       ①  リ  ビ  ン  グ  の  増  改  築 
       ②  台  所  ス  ペー  ス  の  増  改  築 
       ③  浴  室  ス  ペー  ス  （脱  ⾐  所  含  む）  の  増  改  築 
       ④  こ  ど  も  部  屋  の  増  改  築 
       （外  構  ⼯  事、  ⾬  漏  修  繕、  設  備  機  器  の  み  の  設  置  な  ど  は  対  象  外  で  す） 
 （３）  対  象  と  な  る  ⼯  事  の  費  ⽤  が  ２  ０  万  円  以  上  の  ⼯  事  。 
 （４）  交  付  申  請  を  す  る  年  度  の  ３  ⽉  １  ⽇  ま  で  に  完  了  す  る  ⼯  事  。 
       ※  新  築  ⼯  事、  他  の  制  度  の  補  助  等  の  対  象  と  な  る  ⼯  事  は  対  象  外  で  す。 

 ４     補  助  ⾦  の  交  付  額 

 （１）  補  助  対  象  ⼯  事  費  の  ２  分  の  １  （千  円  未  満  の  端  数  切  捨）。  た  だ  し、  下  記  の 
             区  分  に  応  じ  た  限  度  額  を  上  限  と  す  る。 

 （２）  新  た  に  三  世  代  同  居、  三  世  代  近  居  と  な  る  場  合  は、  （１）  に  ⼀  律  ５  万  円  を 
             加  え  る。 

 区  分  限  度  額 

 こ  ど  も  が  １  ⼈  い  る  世  帯  １  ０  万  円 

 こ  ど  も  が  ２  ⼈  い  る  世  帯  ２  ０  万  円 

 こ  ど  も  が  ３  ⼈  以  上  い  る  世  帯  ３  ０  万  円 



    ※  補  助  ⾦  は  交  付  額  を  確  定  し  た  後、  申  請  者  の  指  定  す  る  ⼝  座  に  振  り  込  み  ま  す。 
    ※  同  ⼀  申  請  者  に  係  る  世  帯  に  つ  い  て  １  回  限  り  対  象  と  な  り  ま  す。 

 【こ  の  制  度  中  の  ⽤  語  説  明】 

 ◯  「こ  ど  も」        …  １  ８  歳  に  達  す  る  ⽇  以  後  の  最  初  の  ３  ⽉  ３  １  ⽇  ま  で  の  間  に  あ  る  者。  妊 

    娠  中  の  ⼦  も  含  み  ま  す。 

 ○  「三  世  代  同  居」  …  親  ⼦、  祖  ⽗  ⺟  等  が  住  所  変  更  を  ⾏  い、  三  世  代  が  新  た  に  同  ⼀  の  住  宅  に 

    居  住  す  る  こ  と。 

 ○  「三  世  代  近  居」  …  親  ⼦  ⼜  は  祖  ⽗  ⺟  の  ⼀  ⽅  ⼜  は  両  ⽅  が  住  所  変  更  を  ⾏  い、  次  の  い  ず  れ  か 

    に  該  当  す  る  こ  と。 

    ①  親  ⼦  と  祖  ⽗  ⺟  が、  そ  れ  ぞ  れ  の  住  宅  の  間  の  直  線  距  離  で  ２  km  以  内  の 

    住  宅  に  居  住  す  る  こ  と。 

                            ②  住  所  変  更  前  に  お  い  て  異  な  る  市  町  村  に  居  住  す  る  親  ⼦  と  祖  ⽗  ⺟  が  舞 

 鶴  市  内  に  居  住  す  る  こ  と。 

                ※  三  世  代  同  居、  三  世  代  近  居  に  つ  い  て  は、  申  請  時、  す  で  に  舞  鶴  市  内  に  お  い  て 
                   三  世  代  が  ２  ｋ  ｍ  以  内  に  居  住  し  て  い  る  場  合  は  加  算  の  対  象  外。 

 ５     募  集  期  間 

    令  和  ７  年  度  の  募  集  期  間  は  次  の  と  お  り  で  す。  た  だ  し、  募  集  期  間  中  に  お  い  て  も、 
 予  算  額  に  達  し  た  時  点  で  募  集  を  終  了  し  ま  す。  あ  ら  か  じ  め  ご  了  承  く  だ  さ  い。 

 令  和  ７  年  ４  ⽉  １  ⽇  （⽕）  か  ら  令  和  ７  年  １  １  ⽉  ２  ８  ⽇  （⾦）  ま  で 

 ６     申  請  ⼿  続  き 

 補  助  ⾦  の  交  付  申  請  か  ら  交  付  （⽀  払  い）  ま  で  の  ⼿  続  き  の  流  れ  は  次  の  と  お  り  で 
 す。 
    注）  必  ず  ⼯  事  着  ⼯  及  び  ⼯  事  契  約  等  各  契  約  締  結  前  に  交  付  申  請  を  し  て  く  だ  さ  い。 

 「１  交  付  申  請」  →  「２  交  付  決  定」  →  「３  ⼯  事  着  ⼯」  →  「４  ⼯  事  完  了」 

 「５  実  績  報  告」  →  「６  補  助  ⾦  額  確  定」  →  「７  請  求」  →  「８  補  助  ⾦  交  付」 

 ※  「３  ⼯  事  着  ⼯」  後、  事  情  に  よ  り  必  要  な  場  合  は  変  更  申  請  を  し  て  く  だ  さ  い。 

 ７     問  い  合  わ  せ  先  （申  請  先） 

 舞  鶴  市  ⼦  育  て  応  援  課 

    電  話  ：  0773-66-1008           Ｆ  Ａ  Ｘ  ：  0773-62-7957 

 E-mail  :  kosodate@city.maizuru.lg.jp 

 〒  625-8555     京  都  府  舞  鶴  市  字  北  吸  1044  番  地 


